
  
情 報 公 開 規 程   

（   ⽬   的   ）   
第 １ 条  こ の 規 程 は、 NPO 法 ⼈ Mamacan （以 下 「当 法 ⼈」 と い う。） に お け る、 そ の  

活 動 状 況、 運 営 内 容、 財 務 資 料 等 を 積 極 的 に 公 開 す る た め に 必 要 な 事 項 を 定 め 
る こ と に よ り、 当 法 ⼈ の 公 正 で 開 か れ た 活 動 を 推 進 す る こ と を ⽬ 的 と す る。   

  
（法 ⼈ の 責 務）   
第 ２ 条  こ の 規 程 の 解 釈 及 び 運 ⽤ に 当 たっ て は、 ⼀ 般 に 情 報 公 開 す る こ と の 趣 旨 を 尊 重  

す る と と も に、 個 ⼈ に 関 す る 情 報 が み だ り に 公 開 さ れ る こ と の な い よ う 最 ⼤ 限 
の 配 慮 を し な け れ ば な ら な い。   

  
（利 ⽤ 者 の 責 務）   
第 ３ 条  別 表 に 規 定 す る 情 報 公 開 の 対 象 書 類 の 閲 覧 ま た は 謄 写 （以 下 「閲 覧 等」 と い  

う。） を し た 者 は、 こ れ に よっ て 得 た 情 報 を、 こ の 規 定 の ⽬ 的 に 即 し て 適 正 に 
使 ⽤ す る と と も に、 個 ⼈ に 関 す る 権 利 を 侵 害 す る こ と の な い よ う 努 め な け れ ば 
な ら な い。   

  
（情 報 公 開 の ⽅ 法）   
第 ４ 条  当 法 ⼈ は、 法 令 の 規 程 に 基 づ き 情 報 の 開 ⽰ を ⾏ う ほ か、 こ の 規 程 お よ び プ ラ イ  

バ シー ポ リ シー の 定 め る と こ ろ に 従 い、 主 た る 事 務 所 へ の 備 置 き ⼜ は イ ン ター 
ネッ ト を 利 ⽤ す る ⽅ 法 に よ り、 情 報 の 公 開 を ⾏ う も の と す る。   

  
（公 告）   
第 ５ 条  当 法 ⼈ は、 法 令 及 び 定 款 の 規 定 に 従 い、 貸 借 対 照 表 に つ い て、 公 告 を ⾏ う も の  

と す る。   
２ 前 項 の 公 告 に つ い て は、 定 款 第    52    条 の ⽅ 法 に よ る も の と す る。   

  
（書 類 の 備 置 き 等）   
第 ６ 条 当 法 ⼈ は、 別 表 に 掲 げ る 書 類 を 事 務 所 に 常 時 備 え 置 く も の と す る。   
２ 当 法 ⼈ は、 前 項 の 規 定 に よ り 事 務 所 に 備 え 置 い た 書 類 を 閲 覧 等 に 供 す る も の 

と す る。 た だ し、 正 当 な 理 由 を 有 し な い も の に 対 し て は こ の 限 り で な い。   
  
（閲 覧 等 の 場 所 及 び ⽇ 時）   
第 ７ 条 前 条 の 規 定 に 基 づ き 閲 覧 等 の 対 象 と な る 書 類 の 閲 覧 等 の 場 所 は、 管 理 部 ⻑ の 

指 定 す る 場 所 と す る。   
２ 前 条 の 規 定 に 基 づ き 書 類 の 閲 覧 等 が 可 能 な ⽇ は、 当 法 ⼈ の 休 ⽇ 以 外 の ⽇ と し、 

書 類 の 閲 覧 等 が 可 能 な 時 間 は、 当 法 ⼈ の 業 務 時 間 の う ち、 午 前    10    時 か ら 午 後   
2  時 ま で と す る。 た だ し、 当 法 ⼈ は、 正 当 な 理 由 が あ る と き は、 閲 覧 等 の ⽇ 時 
を 指 定 す る こ と が で き る。   

  
（閲 覧 等 に 関 す る 事 務）   
第 ８ 条 第 ６ 条 第 ２ 項 に 基 づ き、 別 表 に 掲 げ る 書 類 の 閲 覧 等 の 申 請 が あっ た と き は、 

次 に 定 め る と こ ろ に よ り 取 り 扱 う も の と す る。   
(1) 様 式 １ に 定 め る 閲 覧 等 申 請 書 に 必 要 事 項 の 記 ⼊ を 求 め、 そ の 提 出 を 受 け る。   
(2)閲 覧 等 申 請 書 が 提 出 さ れ た と き は、 様 式 ２ に 定 め る 閲 覧 受 付 簿 に 必 要 事 項 
を 記 載 し、 申 請 さ れ て 書 類 を 閲 覧 に 供 す る。   

  



  
(3)閲 覧 等 の 請 求 に つ い て は、 請 求 し た も の か ら 実 費 を 徴 収 す る。   

  
（イ ン ター ネッ ト に よ る 情 報 公 開）   
第 ９ 条  当 法 ⼈ は、 第 ６ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 閲 覧 等 の ほ か、 特 定 ⾮ 営 利 活 動 促 進 法 第  

７ ２ 条 第 ２ 項 の 定 め る と こ ろ に よ り、 当 該 情 報 の 積 極 的 な 公 表 に 努 め る も の と 
す る。   

  
（管 理）   
第 １ ０ 条 当 法 ⼈ の 情 報 公 開 に 関 す る 事 務 の 所 轄 部 署 は、 管 理 部 と す る。   

  
（細 則）   
第 １ １ 条  こ の 規 程 に 定 め る も の の ほ か、 こ の 規 程 の 実 施 に 必 要 な 事 項 は、 理 事 会 の 決  

議 に よ り 別 に 定 め る こ と が で き る。   
  
（改 廃）   
第 １ ２ 条 こ の 規 程 の 改 廃 は、 理 事 会 の 決 議 に よ る。   

  
附 則   
こ の 規 則 は、 令 和 ２ 年 ６ ⽉ １ ⽇ か ら 施 ⾏ す る。 （令 和 ２ 年 ５ ⽉ 理 事 会 決 議）   
  



  
（別 表）   

（注 １） 「認 証 書 の 写 し」 に は、 定 款 変 更 の 認 証 時 の 書 類 の ほ か、 設 ⽴ 認 証 時 の 認 証 に 関 
す る 書 類 の 写 し も 含 む。   

（注 ２） 当 法 ⼈ に お い て 役 員 名 簿 ⼜ は 定 款 等 の 閲 覧 等 を ⾏ う 場 合 に は、 最 新 の も の が 閲 覧 
等 の 対 象 と な る。   

（注 ３） 当 法 ⼈ が 「⺠ 間 公 益 活 動 を 促 進 す る た め の 休 眠 預 ⾦ 等 に 係 る 資 ⾦ の 活 ⽤ に 関 す る 
法 律 （平 成    28    年 法 律 第    101    号）」 第  19  条 第 ２ 項 第 ３ 号 イ に 基 づ く ⺠ 間 公 益 活 動 
を ⾏ う 団 体 に 選 定 さ れ る こ と を 条 件 と し、 資 ⾦ 提 供 契 約 の 締 結 を 受 け た ⽇ か ら 施 
⾏ す る。   

（注 ４） 当 法 ⼈ が 「⺠ 間 公 益 活 動 を 促 進 す る た め の 休 眠 預 ⾦ 等 に 係 る 資 ⾦ の 活 ⽤ に 関 す る 
法 律 （平 成    28    年 法 律 第    101    号）」 第  19  条 第 ２ 項 第 ３ 号 イ に 基 づ く ⺠ 間 公 益 活 動 
に 直 接 関 連 す る 部 分 の み を 対 象 と す る。   

  

書 類 名    備 考   
 
 
 

事 業 報 告 書 等   

事 業 報 告 書    作 成 ⽇ 
か ら 起 
算 し て 
５ 年 が 
経 過 し 
た ⽇ を 
含 む 事 
業 年 度 
の 末 ⽇ 
ま で   

活 動 計 算 書   
貸 借 対 照 表   
財 産 ⽬ 録   
年 間 役 員 名 簿 簿  ( 前 事 業 年 度 に お い て 役 員 で あっ た 者 
の ⽒ 名 及 び 住 所 ⼜ は 居 所 並 び に 各 役 員 に つ い て の 報   
酬 の 有 無 を 記 載 し た 名 簿 )   
社 員 の う ち    10    ⼈ 以 上 の 者 の ⽒ 名 等 を 記 載 し た 書 ⾯   

役 員 名 簿 （注 ２）    ―   
 
定 款 等 （注 ２）   

定 款    ―   
認 証 書 の 写 し  ( 認 証 に 関 す る 書 類 の 写 し )    （注 １）    ―   
登 記 事 項 証 明 書 の 写 し    ―   

事 業 計 画・ 収 ⽀ 予 算   
（注 ３）   

事 業 計 画 （注 ４）    ―   
収 ⽀ 予 算 （注 ４）    ―   

議 事 録 （注 ３）    社 員 総 会 の 議 事 録 （注 ４）    ―   
理 事 会 の 議 事 録 （注 ４）    ―   



  
様 式 １   

閲 覧 等 申 請 書   
  
  

NPO 法 ⼈ MamaCan   
理 事 ⻑ ⼭ ⽥ 美 和 殿   
  
  

  
  
  

  
  

  
  
  
  
申 請 ⽉ ⽇ 年 ⽉ ⽇   
申 請 者                         
申 請 者 住 所                〒    
          

電 話 番 号                          

  

以 下 の と お り、   閲 覧   ・   謄 写   を 申 請 い た し ま す。 （該 当 す る も の を  ○  で 囲 ん で 下 さ い。）   

な お、 私 （申 請 者） は、 下 記 の ⽬ 的 に 従っ て 閲 覧 等 を し た 書 類 か ら 得 た 情 報 を、 当 該 ⽬ 的 
に 即 し て 適 正 に 使 ⽤ す る と と も に、 当 該 情 報 に よっ て み だ り に 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 し な い 
こ と を 誓 約 い た し ま す。   
  
  
  
  
  

  
  

閲 覧 等 の ⽬ 的   

閲 覧 等 を 求 め る 書 類 （該 当 す る も の を  ○  で 囲 ん で 下 さ い。）   
１ ． 事 業 報 告 書   
２ ． 活 動 計 算 書   
３ ． 貸 借 対 照 表   
４ ． 財 産 ⽬ 録   
５ ． 年 間 役 員 名 簿 簿  ( 前 事 業 年 度 に お い て 役 員 で あっ た 者 の ⽒ 名 及 び 住 所 ⼜ は 居 所 
並 び に 各 役 員 に つ い て の 報 酬 の 有 無 を 記 載 し た 名 簿 )   

６ ． 社 員 の う ち    10    ⼈ 以 上 の 者 の ⽒ 名 等 を 記 載 し た 書 ⾯   
７ ． 役 員 名 簿   
８ ． 定 款   
９ ． 認 証 書 の 写 し  ( 認 証 に 関 す る 書 類 の 写 し )   

１ ０ ． 登 記 事 項 証 明 書 の 写 し   
１ １ ． 事 業 計 画 （休 眠 預 ⾦    ⺠ 間 公 益 活 動 に 直 接 関 連 す る 部 分 の み ）   
１ ２ ． 収 ⽀ 予 算 （休  眠 預 ⾦   ⺠ 間 公 益 活 動 に 直 接 関 連 す る 部 分 の み）   
１ ３ ． 社 員 総 会 議  事 録 （休 眠 預 ⾦   ⺠ 間 公 益 活 動 に 直 接 関 連 す る 部 分 の み）   
１ ４ ． 理 事 会 議 事 録 （休  眠 預 ⾦   ⺠ 間 公 益 活 動 に 直 接 関 連 す る 部 分 の み）   



  
様 式 ２   

閲 覧 等 受 付 簿   
  

  

受 付  No.   受 付 年 ⽉ ⽇    申 込 ⼈ の 住 所・ ⽒ 名    担 当 者 名    備 考   
     

     

     

     

     

     

     

     


